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労働災害防止のために労使協力した取組を推進します 

～チャレンジ新潟ゼロ災害運動2024を展開～ 

新潟労働局では、これまで事業場における自主的な労働災害防止活動の一環として、

平成 29 年から「新潟ゼロ災宣言運動」を提唱し７年間行ってきたところですが、昨今の災

害動向や運動の取組状況等を踏まえ、より多くの事業場の参加を得て地域における災

害防止活動の拡大と参加事業場の災害ゼロに向けた気運を高めることを目指す実効性

のある取組として、新たに『チャレンジ新潟ゼロ災害運動 2024』として展開します。 

 《運動の概要》 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料：１ チャレンジ新潟ゼロ災害運動2024実施要綱 

   ２ リーフレット 

                            ゼロ災運動2024はここから ↑ 
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「チャレンジ新潟ゼロ災害運動2024」 

１ 実施期間  令和６年７月１日～令和６年12月31日 
２ 対  象  新潟県内の事業場 

          規模、業種は問いません。 

同一企業の複数の事業場より申請いただくことも可能です。 

３ 申請期間  令和６年６月１日～令和６年６月30日 

４ 取組事項  実施要綱４（添付資料１）のとおり 

５ 申請方法  新潟労働局ホームページの「専用フォーム」をご利用ください。 

６ そ の 他  期間中に労働災害ゼロを達成した事業場には、達成証及びマークを交付

します。 

 


